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１ 公民連携とは 

「公民連携（PPP）」とは、企業をはじめとする民間事業者等と行政が連携して公共

サービスの提供を行う取組であり、民間事業者等と行政が対話を通じ、社会や地域

の課題・ニーズに対し、連携して解決策や新たな価値を生み出す手法のことを言い

ます。 

「公民連携」の具体的な手法としては、PFI（Private Finance Initiative）、指定管理

者制度、民間委託、包括連携協定・事業連携協定、ネーミングライツ、広告事業、公

有財産の活用等があります。 

 

※PPP＝Public Private Partnership（パブリック・プライベート・パートナーシップ） 

 

２ 本市の公民連携に対する考え方 

本市を取り巻く社会情勢は、人口減少や少子高齢化、公共施設やインフラの維

持管理や老朽化、そして公共サービスの増加や複雑化等といった大きな変化の中

にあります。そのような状況でも、公共サービスの機能や質を維持し、市民一人ひと

りが、将来に渡り「豊かさ」や「幸せ」を実感できるまちであり続けることが、安城市政

が担うべき最大の責務です。そのために、本市がこれまで取り組んできた「行政改革」

「協働」をより進化させるとともに、公共サービスや地域の課題解決を行政のみでなく、

民間事業者等、新たな公共サービスや地域の課題解決の担い手と連携して提供し

ていく「公民連携によるまちづくり」を目指していく必要があるものと考えます。 

「公民連携」は、様々な分野で進めることができ、可能性は無限にあります。従っ

て、「公民連携」は、今後の本市にとって成長戦略の一つであるとともに、多様な主

体との連携・協働による新しい公共のまちづくりや、効率的な行財政運営をさらに進

化させる行財政改革の重要な柱の一つでもあると考えます。本市は積極的な公民

連携の推進により、多様な担い手との連携を図り、安定した「質の高い公共サービス

の継続的な提供」「地域課題の解決」「地域の活性化」の実現を目指します。さらに

は「連携することで生まれる『イノベーション』による新たな価値を創出」することで安

城市の魅力や価値を高め、市民が将来に渡り住み続けたい、持続可能なまちづくり

を推進します。 

 

３ 公民連携の対象 

本市における公民連携は、ハード事業、ソフト事業問わず、本市が関わるあらゆる

施策分野を対象とします。ただし、法令等に基づき、市が直接実施しなければなら

ない事務事業や、許認可など公権力の行使に当たる事務、本市の重要な施策・財

政方針等の企画立案、条例制定に関わる業務等は対象外とします。なお、対象外と

した事業・事務においても、法令等により民間等が実施できるものなどは公民連携
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の推進を検討するものとします。 

 

４ 本ガイドラインの位置づけ 

本市においては、これまでも企業等と連携しながら、市民の豊かな暮らしと誰もが住

み続けたくなるまちの実現を目指し、UIA や包括連携協定の締結など、様々な取組を

進めてきました。これらの取組を踏まえたうえで、これまで以上に公民連携を進めてい

くためには、民間事業者等と行政が、それぞれの考え方や担うべき役割を理解したう

えでそれぞれの持つ強みや資源、ネットワーク等を幅広く連携させていくことが重要で

す。 

そこで、本市の公民連携に対する考え方やルールを整理し、民間事業者等と本市

の間で共通理解を図るために本ガイドラインを作成しました。本市は、本ガイドラインを

もとに公民連携を推進することで、新しい公共サービスの提供とイノベーションの創出

を目指すとともに、質の高い公共サービスの維持と地域課題の解決に繋げます。 
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５ 公民連携の取り組み方針～市民、民間事業者等、行政にとっての三方よし～ 

本市は、公民連携に取り組むうえで、「質の高い公共サービスの提供」「地域課題の

解決」「地域の活性化」「イノベーションによる新たな価値の創出」を実現するとともに、

それぞれにとってメリットがある「三方よし」の持続可能なまちづくりを目指します。 

 

【市民】 

最適かつきめ細かな公共サービスの享受、活動の場の創出、地域経済の活

性化、雇用の創出 

【民間事業者等】 

新たな市場の発掘、企業イメージのアップ（企業価値の向上）、利益の拡大 

【行政】 

市の新たな魅力の発掘、市のイメージアップ、新たな価値の創出、公的財産

の価値向上 

【全体】 

「質の高い公共サービスの提供」「地域課題の解決」「地域の活性化」「イノベ

ーションによる新たな価値を創出」 
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６ 「公民連携フロント」の設置 

本市における公民連携を推進するため、これまで各部署で対応していた民間事業

者等からの提案や相談を一括して受け付けるワンストップ窓口として、「公民連携フロ

ント」を設置します。 

「公民連携フロント」では、行政と民間事業者等の持つ「強み」や「資源」、「ネットワ

ーク」を幅広く連携させ、「三方よし」の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 「公民連携フロント」の基本姿勢 

 「公民連携フロント」は、以下の基本姿勢を持ちつつ、未来志向を持ち、新たな可能

性へのチャレンジを進めていきます。 

（１）公民連携の原則 

①対等 

連携事業の実現に向け、民間事業者等と行政は対等であるとの理解の下、パート

ナーとしての信頼関係を築くとともに、ＷＩＮ-ＷＩＮの関係となる連携を創出します。 

 

②対話 

市民、民間事業者等、行政の「三方よし」を常に意識した連携となるよう、対話を重

視します。民間事業者等との対話に当たっては、民間事業者等からの提案や相談だ

けでなく、本市から民間事業者等に対し対話を働きかけるケースも想定します。 
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③課題と目標の共有 

質の高い公共サービスの提供や地域課題の解決等、連携によって解決すべき課題

と目標を共有し、より良い連携の実現を目指します。 

 

④公平性の確保 

原則として、全ての民間事業者等に対し、いつでも提案できるよう、窓口を常設とし

て確保します。 

 

⑤知的財産の保護 

いただいた提案・相談内容や、事業の検討段階における民間事業者等のもつアイ

デアや知的財産等について保護します。 

 

⑥役割分担と責任の明確化 

民間事業者等は、行政とともに公共サービスを提供することとなるため、連携に当た

っては、気候や社会、経済的なリスクを想定したうえで、役割分担と責任を明確化し、

公共サービスの向上と合わせ、事業の継続性・安全性を確保します。 

 

（２）公民連携におけるパートナーシップの源泉 

 公民連携の根底にある民間事業者等との「パートナーシップ」については、その源

泉となる３つの考え方を理解することが重要であると考えます。 

①リスク共有 

事業の失敗も含めて双方の適切なリスク分散のもとチャレンジする関係であること。 

 

②共同投資 

行政と民間事業者等が互いに持つ資源を投資しあう関係であること。 

 

③価値共有 

事業により生まれた様々な価値やリターンを享受する関係であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

【コラム】  

価値共有における各リターンについて 

・財務的リターン 

  民間事業者等は新たな収益機会や事業の拡大を求め、行政は歳出の削減や新たな歳入

の確保等のリターン。 

 

・戦略的リターン 

  それぞれの組織が掲げるミッションの実現に繋がるリターン。 

 

・社会的リターン 

  両者が共通して目指す、「社会や地域の課題解決」という、ただ一つの社会的なリターン。 

 

民間事業者等へ行政が提供できる価値について 

行政として十分な資金提供（カネ）が行えない場合にも、行政にしか提供できない無形の資

産を最大限に投資していくスタンスが重要であると考えます。たとえば、公共施設や道路とい

った「実証フィールド」、政策判断に不可欠な各種「データ」、そして社会的な「信用力」やネッ

トワークなど民間事業者等へ価値提供の余地を模索することが必要であると考えます。 

 

 

８ 「公民連携フロント」が取り扱う提案の種類とフロー 

 「公民連携フロント」が取り扱う提案の種類と、その取り扱いフローは以下のとおりで

す。 

（１）提案の種類 

① テーマ型提案 

本市の抱える特定の地域課題等、本市からテーマを示し、そのテーマに対する連

携事業の提案やアイデア等を民間事業者等から募集するものです。 

② フリー型提案 

民間事業者等が本市との連携を希望する事業やアイデア等を、本市が行う事務

事業全般を対象としてご提案いただくものです。 

 

（２）提案方法 

① テーマ型提案 

市公式ウェブサイト等を通じて公募等を行います。本市の抱える特定の地域課題

等、本市からテーマに対して連携事業の提案やアイデア等があれば以下の書類を

「公民連携フロント」に提出してください。 

  ア 提案企画書（任意の様式に、目的・事業内容・スケジュール等を記載してくだ
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さい。） 

  イ 提案者の概要が分かる資料（会社案内等） 

② フリー型提案 

いつでも提案できるものとします。民間事業者等が有するノウハウやアイデア 

等を活用し、行政課題や地域課題の解決に資する事業があれば、以下の書類を

「公民連携フロント」に提出してください。 

  ア 提案企画書（任意の様式に、目的・事業内容・スケジュール等を記載してくだ

さい。） 

  イ 提案者の概要が分かる資料（会社案内等） 

 

（３）連携手法 

① 担当部署との対話 

初回対話については、「公民連携フロント」にて実施したうえで担当部署へ繋げて

いくことを検討します。ただし、提案内容によっては初回対話から担当部署同席のう

えで対話を行います。2 回目以降の対話については提案内容により担当部署と対

話を行っていただきます。 

② 連携事業の実施 

提案者と担当部署において、連携事業を実施していただきます。 

③ その他 

提案者と「公民連携フロント」との協議によって適切な手法を検討することも可能

です。 
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（公民連携事業のフロー図） 

 

（４）公民連携事業の提案者及び連携する提案内容 

①公民連携事業を提案できる方は、提案事業を自ら実施する意思及び能力、資金を

持ち、かつ市民や本市に対するパブリックマインドを持った民間事業者等とします。 

②原則として、市からの補助金や委託料ありきの提案は対象外とします。ただし、対話

を実施する中で、市として支出すべき経費は内部検討の上で予算化します。 

③提案者又は提案内容が、以下に該当する場合は、提案の受付又は実現に向けた

調整等を行いません。 

 ア 提案者 

  ・個人（個人で事業を営む方を除く） 

  ・政治的、宗教的な関連性や要素がある場合 

  ・暴力団又は暴力団員の関与が認められる場合 

  ・市が、市と連携するに当たり相応しくないと判断した場合 

 イ 提案内容・事業内容 

  ・民間事業者の直接的な営業や宣伝広告のみを目的とするもの 

  ・特定の政党・宗教等を支持し、又はこれに反するための活動・教育等を目的とす

るもの 

  ・法令等で禁止されているもの、又は法令等に基づく許可を得ていないものの製造、

又は役務、物品等を提供するもの 

  ・その他、公共性、公平性を欠いているもの、公序良俗に反するもの等、市が、市と
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連携するに当たり相応しくないと判断したもの 

 

 

【コラム】 本市におけるこれまでの公民連携事業の例 

①PFI事業 

  PFI とは、従来、公共部門によって行われてきた「社会資本形成を伴う公共サービスの提

供」の分野において、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して公共施設等の建設、

維持管理、運営等を行うことにより、少ない財政支出でより質の高い公共サービスを民間か

ら調達するための手法です。本市では、中心市街地拠点施設（アンフォーレ）の整備、管理に

おいて活用しています。 

 

②指定管理者制度 

平成 15年 9月に地方自治法の一部改正が行われ、「公の施設」の管理・運営について、

民間事業者や NPO 等の有するノウハウや自由な発想を生かすことにより、利用者へのサ

ービス向上、経費の節減等を目指す目的で指定管理者制度が創設されました。本市では、

デンパークやマーメイドパレス、市民会館、有料駐車場などで導入しています。 

 

③ネーミングライツ 

ネーミングライツとは公共施設等に企業名や商品名等を関した愛称を付ける権利のこと

で、ネーミングライツを取得した企業等から対価を得て、新たな財源確保策の一環とするも

のです。本市では、安城市体育館、ソフトボール場、文化センター、歩道橋で導入していま

す。 

 

④広告事業 

 行財政改革の一環として、市の資産を広告媒体として有効に活用するとともに、新たな財

源の確保、又は経費の削減、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目

的として実施するものです。本市では、窓口で配布する封筒や広報あんじょう、市公式ウェ

ブサイト等で導入しています。 

 

⑤包括連携協定・事業連携協定 

  包括連携協定・事業連携協定とは、地域が抱える社会課題に対して、自治体と民間事業

者等が、互いの強みや持っている資源を生かして課題解決に対応するため、包括的・個別事

業に関して協力して進めようとする枠組みを決めるものです。本市では、愛知教育大学、シー

ホース三河株式会社、株式会社スギ薬局、碧海信用金庫などと包括連携協定を締結してい

ます。 
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⑥UIA 

  UIA（Urban Innovation ANJO）とは行政や地域が抱える課題を、スタートアップ等の事業者

と市職員が公民連携で課題解決をするテーマ型提案プロジェクトのことで、課題を解決する

ための技術や知見を持った事業者を広く募集し、公民連携で実証実験を行うことにより解決

につなげました。（令和４年度～令和６年度） 

 

 

９ 「公民連携フロント」の連絡先 

本市との連携に関する提案、相談、お問い合わせは「公民連携フロント」にご連絡く

ださい。 

 

 

◎安城市企画部企画政策課公民連携係内  公民連携フロント 

電話  0566（71）2204   E-mail kikaku@city.anjo.lg.jp 

 

 

◎スピード感を持って対応いたします。 

・公民連携フロントは、いただいたご相談、ご提案、お問合せに対し、可能な限

り短期間でご連絡を差し上げます。 

◎チャレンジ精神を持って臨みます。 

 ・公民連携フロントは、事業や連携の不成立、失敗を恐れず、たゆまぬ チャレ

ンジとイノベーションにより、持続可能なまちづくりを進めてまいります。 

◎事業の成功に向け、最大限対話と努力を重ねます。 


